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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

　身元調査などを目的とした、個人情報の不正取得を抑止するため、代理人や第三者にあなたの住民票の写しや戸籍謄本等を交付したとき、その事実をお知らせする制度です。
　なお、通知を希望する方は事前に登録が必要です。
【注意】この制度は、第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否を事前登録者（本人）に確認したりするものではありません。住民票の写しや戸籍謄本等は、正当な理由があれば第三者でも請求できることが「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。
１．通知までのながれ

 



２．第三者が請求できる場合とは
　　①自己の権利行使や義務履行のために住民票や戸籍の内容を確認する必要があるとき
　②国や地方公共団体に住民票や戸籍謄本等を提出する必要があるとき

　　③特定事務受任者（弁護士・司法書士・行政書士など８業士）が、依頼者から委任された事件又は事務を遂行するにあたり職務上必要なとき
　　※例えば、相続登記などが該当します。なお、正当な理由がなければ請求できません。
３．通知の対象となる証明書
　・本籍が記載された住民票の写し、本籍が記載された住民票記載事項証明書
　・戸籍謄本または抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し
※消除された住民票や除かれた戸籍も含まれます。
４．通知の対象とならない場合
　・本籍の記載がない住民票を交付したとき
　・同一世帯の方からの請求により住民票を交付したとき
　・戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属、直系卑属の請求により戸籍謄本等を
交付したとき
　・国や地方公共団体の機関からの請求により交付したとき
　・裁判または紛争処理に関わるものなどで、特定事務受任者からの請求により交付したとき

５．通知の内容
　・交付年月日、交付した証明書の種別・通数、交付請求者（代理人・第三者）の種別
　 ※請求者の氏名や住所等の記載はされません。
６．通知の内容を知りたいとき

　　通知のあった交付請求について、交付請求書の開示請求ができます。ただし、開示される内
容は、幸手市個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内となり、請求書に記載されている請求者氏名　などについて公開できない場合があります。
　　開示請求をする場合は、請求者本人が運転免許証等の本人確認書類を持参し、直接、市役所
市民課にお越しください。
７．登録内容に変更があったとき
　　氏名・住所・本籍などの登録内容に変更があったときは、変更届出が必要です。届出がない
場合は登録が廃止になることがあります。
８．登録が廃止になるとき
　・廃止届をしたとき
　・死亡や所在不明で住民票が除かれたとき
　・登録内容に変更があったが変更届をしていないとき
９．登録の有効期間
　　申請受付日の翌日から交付した証明書から通知の対象となります。登録期間は無期限です。
　　※申請受付日の翌日が休日にあたる場合はその翌日からとなります。
１０．登録手続き
（１）登録できる方
　　・幸手市に住民票や本籍がある（あった）方
（２）必要書類
　　・幸手市本人通知制度事前登録申込書
　　・本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の官公署発行の顔写真
　　　付き身分証明書は1点、保険証・年金手帳等は２点以上)
　　・代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
　　・法定代理人（未成年者の保護者、成年後見人）の場合は、資格を証明する書類（戸籍謄
　　　本、登記事項証明書）と法定代理人の本人確認書類
　　 ※本籍が幸手市の場合は、戸籍謄本は必要ありません。
【申込み・問合せ先】幸手市役所　市民課　電話0480-43-1111(内線125)
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